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1．はじめに 

 財政政策において，租税支出（租税歳出と呼ばれることもある）という政策手段がある1)。日本の租税

支出は，主に租税特別措置ないし税負担軽減措置として知られている。国だけでなく地方自治体において

も多くの租税支出が採用されているが，国レベルはともかく，地方自治体の租税支出に対する関心度は低

い2)。 
 一般的に政策担当者はまず，ある政策目的を設定する。その次に，その政策目的を達成するため，直接

支出である補助金がよいのか，規制がよいのか，といった政策手段を検討する。このとき，政策手段のひ

とつとして浮上するのが，租税支出である。政府の直接支出と同じように，租税支出もまた，特定の政策

目的のために実施される。 
 補助金に代表される直接支出に関しては，毎年，どのぐらいの金額をどのような政策に対して支出する

かをリスト化することで予算が作成される。予算は議会での議決を受けて，国民ないし住民に公開されて

いる。議会による民主主義的な手続きを経ているのが，予算に計上された直接支出である。このことは，

国でも地方自治体でも同様である。 
 一方，租税支出が特定の政策目的をもつことは，直接支出と同じであるが，租税支出の金額は予算には

計上されない。租税支出は税負担軽減措置であるがゆえに，予算に登場しない「隠れた補助金」である。

そのため，議会での民主主義的な手続きを経ることが困難となる。 
 特にアメリカでは，予算の統制の外に租税支出が位置することが問題視されてきた。個々の租税支出に

ついて，どのぐらいの税収ロスがあり，どのぐらいの便益があるのかについて，国民ないし住民への情報

提供がなければ，租税支出は統制できない。政策担当者にとっても，租税支出の情報がなければ，特定の
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2) 大阪市の取り組みは例外的であり，本稿で後に紹介する。 

会計検査研究 No.55（2017.3） 

 
 

参考文献 

上村敏之・青木孝浩（2009）『アメリカ連邦政府と地方政府における租税支出レポートの現状と考察』会計

検査院（平成 20 年度海外行政実態調査報告書）。 

藤谷武史（2014）「アメリカ 主要先進国における政策税制の研究」日本住宅総合センター『欧米 4 か国に

おける政策税制の研究』第 2 章。 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(2016)「アメリカにおける租税支出に対する会計検査に関する調

査研究」（平成27年度会計検査院委託業務報告書）。 

Bradford, David F.(1989)“Tax Expenditures and the Problem of Accounting for Government.”“A BETTER 

WAY”June 24, 2016, better. gop. 

OECD (1996)“Tax Expenditures: Recent Experiences” National Tax Journal, June 2011,“INCOME VERSUS 

CONSUMPTION TAX BASELINES FOR TAX EXPENDITURES”Robert Carroll, David Joulfaian, and 

James Mackie. 

筆者が座長を務める金融税制・番号制度研究会の各年の報告書。（（一社）ジャパン・タックス・インステ

ィチュートのホームページ（http://www.japantax.jp/teigen/index.html）から入手可能。） 

森信茂樹編著（2010）『金融所得一体課税の推進と日本版 IRAの提案』（金融財政事情研究会）。 

－ 23 －



会計検査研究 No.55（2017.3） 

 
 

政策目的に貢献しているかどうかについて，租税支出を評価することができない。 
 そこで注目されるのが租税支出レポート（または租税支出予算）である。アメリカをはじめとした先進

国では，租税支出に該当する税負担軽減措置をリスト化し，そのリストにもとづいて税収ロスを推計した

租税支出レポートを作成，公表している3)。よくデザインされた租税支出レポートでは，租税支出がどの

ような経済効果をもたらしているか，同じ政策目的をもつ直接支出との比較や，所得再分配効果の分析も

なされることがある。 
 多くの先進国で，租税支出レポートが公表されている背景には，財政の透明性の重視がある。アメリカ

では，地方自治体のレベルでも，租税支出レポートが公表されている。アメリカ州政府による租税支出レ

ポートは，行政内部の資料というよりも，住民が理解できるような書きぶりになっているものも多く，そ

の意味では納税者への説明責任も重視されている。さらに，租税支出レポートが，予算編成プロセスに組

み込まれているケースもある。 
 翻って日本では，租税特別措置の減収額試算は，国税も地方税も部分的には提示されているものの，地

方自治体ごとに，税負担軽減措置を示した租税支出レポートは作成されていない4)。地方自治体のレベル

でも租税支出レポートが公開されているアメリカと，そうでない日本では，租税支出に対する財政の透明

性や説明責任についての認識に大きな差があるように思える。 
 以上の問題意識により本稿では，地方自治体の税負担軽減措置について，アメリカ州政府による租税支

出レポートを中心に検討する。本稿の構成は以下の通りである。2 節では，租税支出の政策的課題をまと

める。3節では，アメリカの州政府による租税支出レポートの実態を紹介する。4節では，政府税制調査会

の答申における地方税の非課税軽減措置の扱いを検証する。5 節では，独自に市税の減免措置に対応して

いる大阪市の事例を紹介する。最後の6節では，本稿の内容を振り返り，地方自治体の税負担軽減措置に

関する政策的なインプリケーションをまとめてむすびとする。 
 

2．租税支出の政策的課題 

 本節では，租税支出の政策的課題について検討する。 
 家計も企業も，より少ない税負担を好むのは当然である。そのため，何らかの利害団体が，特定の政策

目的のために租税支出を作ることを，政府に要望することがある5)。省庁に所属する官僚にとっても，官

僚機構内部における当該省庁の権限の強化につながるために，租税支出が積極的に好まれやすい。 
 政策担当者にとっても，租税支出は便利な政策手段である。政策目的の達成のために，税負担軽減措置

を受ける対象者を限定できる。また，租税支出は「隠れた補助金」ではあるが，補助金のような直接支出

ではないので，見かけ上は，歳出を増やすことにはならない。「隠れた補助金」の方が，歳出規模を抑制で

きる。しかしながら，租税支出も「隠れた補助金」であることには変わらず，歳入が減収となることには

留意しなければならない。 
 日本における租税支出の一例は租税特別措置である。租税特別措置もまた，租税支出と同様に，何らか

                                                  
3) アメリカの租税支出レポートについては，渡瀬（2008），上村・青木（2009），三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社（2016）など

を参照。 
4) たとえば経済産業省『産業税制ハンドブック』に租税特別措置の減収額試算が掲載されてきた。また，2010年に成立した租税特別措置の適

用状況の透明化等に関する法律（租特透明化法）により，国税については「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」，地方税につ

いては「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」が2013年から公表されている。 
5) 様々な利害団体が提案している税制改正要望には，その業界にとって有利な租税特別措置を求める要望が並んでいる状況をみることができ

る。 
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の政策目的のためになされる税負担の軽減措置である。立岡（2014）の整理によれば，租税特別措置には，

①租税特別措置法が定める国税における特例措置の部分，②国税の本則のなかでも特例措置に該当する部

分，③地方税法に定める特例措置の部分がある。なお，2010年に成立した租税特別措置の適用状況の透明

化等に関する法律（租特透明化法）では，①の部分は租税特別措置，③の部分は地方税における税負担軽

減措置等とする定義づけが行われた。 
 租税特別措置法の存在により①の部分は確定できるが，②の部分の範囲は曖昧になりがちである。また，

国税に関する①の部分に連動して，地方税に関する③の部分が自動的に決まってくるが，地方税には国税

に連動しない部分も少なからず存在する。地方自治体の条例によって軽減措置が独自に適用されているケ

ースはその典型である。 
 租税特別措置は租税支出に含まれる概念だが，アメリカの租税支出の概念から見れば，日本の租税特別

措置の範囲は狭い。アメリカでも，租税支出には様々な解釈があるが，実態としては，税額控除，所得控

除，免税，ゼロ税率，軽減税率，課税の繰延べといった，税法に規定されている税負担軽減措置が該当す

る6)。 
 租税支出は，公平，中立，簡素といった租税原則からの逸脱であることが最大の問題点である。租税支

出は，租税原則から逸脱することにより，以下に掲げる政策的な課題があると考えられる。 
 第一に，租税支出は「隠れた補助金」である。したがって本来は，補助金によって達成される政策効果

と，租税支出による政策効果を比較し，租税支出による政策効果の方が高くなければ，租税支出を採用す

る根拠はない。ここでの政策効果とは，その政策目的に沿った形で租税支出によってなされる，家計や企

業へのインセンティブや所得再分配への影響である。しかしながら，租税支出と補助金を比較するような

政策評価はほとんど行われることがない。 
 特に租税支出は，租税支出がない場合に，税を負担している家計や企業だけが恩恵を受ける特徴がある。

たとえば課税最低限以下の所得のため，税を負担していない家計には，租税支出の恩恵は及ばない。とり

わけ，ある租税支出が所得再分配を目的とする場合，その租税支出は低所得者へ恩恵をもたらすことがで

きない。 
 第二に，租税支出の存在により，その分の税収が減っていることを認識する必要がある。政府が公共サ

ービスを行うには，一定の税収が必要であるが，租税支出による減収により，納税をしている家計や企業

の負担が，その分だけ増えていることに留意すべきである。それゆえに，租税支出による税収ロスの試算

と公表は重要になる。 
 この場合，租税支出で優遇されている家計や企業と，租税支出のために負担が増えている家計や企業が

いることになる。その公共サービスが純粋公共財で，個々の家計や企業に対する受益に差がなければ，租

税支出の存在で負担に差がもちこまれ，租税支出の対象者と対象でない者の間の受益と負担が公平ではな

くなる。 
 第三に，租税支出は税制を複雑化することに加えて，既得権化することで見直しが困難になる。いった

ん認められた租税支出を廃止することは容易ではない。また，租税支出を評価することも容易ではない。

たとえば日本では，会計検査院が租税特別措置等についての検査を実施しているが，毎年，すべての租税

特別措置を網羅するような体制はとられていない。 
 第四に，租税支出の利用は，対象となる家計や企業が自由に決めることができ，家計や企業の意志決定
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にもとづき，「隠れた補助金」を提供できる。一方，補助金などの直接支出は予算に計上されることから，

議会の議決などの意志決定を経て執行されるが，租税支出は予算に計上されず，民主主義的なコントロー

ルが及びにくい。 
 以上のような背景から，多くの国々では租税支出の数と規模の抑制に関心をもってきた。増殖する租税

支出をいかにコントロールするかは，財政運営においては，重要な論点になっている。多くの先進国では，

租税支出レポートの公開によって，少なくとも情報を公開し，租税支出をコントロールしようと試みてい

る。 
 税負担軽減措置のリストを作成し，それらを租税支出として認識し，税収ロスを推計した租税支出レポ

ートを公開することで財政の透明性を高め，租税支出を統制する動きだが，それが地方自治体のレベルで

も実施しているのがアメリカである7)。次節では，アメリカ州政府の租税支出レポートの発行状況につい

て述べる8)。 
 

3．アメリカ州政府の租税支出レポートの公開状況 

 アメリカでは，連邦政府に限らず地方政府においても，租税支出レポートを発行し，住民に公開してい

る。そこで本稿では，2016年 4月から5月にかけて，Web上から入手できるアメリカ州政府の租税支出レ

ポートを調査し，その入手を試みた。その結果が表1である9)。 
 租税支出レポートがWeb上から入手できるかどうかは，アクセス可能性として大切な意味をもっている。

また，定期的に公開されているかどうか，最新のデータが提供されているかどうか，これらも財政の透明

性において重要である。 
 50州のうち，租税支出レポートをWeb上から入手できたのが47州であった。アラバマ州，サウスダコ

タ州，ワイオミング州の3州については入手できなかった。Leachman, Grundman and Johnson（2011）によ

れば，アラバマ州，サウスダコタ州，ワイオミング州では，租税支出レポートが作成されていないとされ

ている。 
 また，フロリダ州，アイダホ州，モンタナ州，ペンシルバニア州，テネシー州，ユタ州については，予

算や租税に関する資料のなかのひとつの項目として，租税支出が扱われており，独立した租税支出レポー

トは存在しない。とはいえ，予算書のなかのひとつの項目として，実質的に租税支出が扱われていること

から，表1では租税支出レポートが存在しているものとして扱っている。 
 表1には，Web上から入手可能な租税支出レポートの発行年を示している。ほとんどの州政府が近年に

発行しているが，なかには発行が滞っている州政府もある。毎年，発行している州政府が多いが，2 年お

き，3年おきの州政府もみられる。定期的に発行されておらず，不定期となっている州政府も散見される。 
 本稿と同様にアメリカ州政府の租税支出レポートの発行状況を調査した Levitis, Johnson and Koulish

                                                  
7)  税収ロスの計算は，納税申告書などのマイクロデータをもとに，主に歳入損失法が用いられる。歳入損失法は，次の 3 つの仮定をもとにし

て，税収ロスを推計する。仮定1）特定の租税支出の除去は，経済主体の行動に影響を与えない。仮定2）それぞれの租税支出は独立しており，

依存しない。仮定3）特定の租税支出の除去が，マクロ経済に影響を与えない。 
8)  アメリカでは，予算による税収見積もりと租税支出による税収ロスを同時に推計しており，租税支出だけが特別に推計されるわけではなく，

予算の作成プロセスに租税支出の推計が組み込まれていると考えるべきである。 
9)  入手先のURLは参考文献に記載している。なお，カナダとオーストラリアの州政府についても，租税支出レポートの存在をWeb上から確

認した。カナダには10州があるが，うち7州について確認できた。ニューファンドランド・ラブラドール州，オンタリオ州，ケベック州は租

税支出レポートを公開しており，アルバータ州，ブリティッシュコロンビア州，マニトバ州，ノバスコシア州は，予算書に租税支出の項目が

ある。オーストラリアには6州があるが，うち3州について確認できた。クイーンズランド州は租税支出レポートを公表しており，ニューサ

ウスウェールズ州とタスマニア州については，予算書に租税支出の項目がある。 
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（2009）によれば，2008年時点で租税支出レポートを発行していない州政府は，アラバマ州，アラスカ州，

ジョージア州，インディアナ州，ネバダ州，ニュージャージー州，ニューメキシコ州，サウスダコタ州，

ワイオミング州の10州であった。その後，同様の調査を行ったLeachman, Grundman and Johnson（2011）

では，アラバマ州，アラスカ州，インディアナ州，ネバダ州，ニューメキシコ州，サウスダコタ州，ワイ

オミング州の7州が，2010年時点で租税支出レポートを発行していないことが指摘されている。 
 
 

表1 アメリカ州政府における租税支出レポートの公開状況 

州政府 Web上から入手可能な 
レポートの発行年 

最新号のタイトル 最新号の 
ページ数 

アラバマ州 注1） 注1） 注1） 
アラスカ州 2014,2016 Alaska Indirect Expenditure Report 209 
アリゾナ州 2002～2015 The Revenue Impact of Arizona’s Tax Expenditure 114 

アーカンソー州 2015 Business Incentives and Tax Credits Program Costs 41 
カリフォルニア州 2002～2015 California Income Tax Expenditure 95 

コロラド州 2001,2012,2014 Tax Profile & Expenditure Report 115 
コネチカット州 2009,2010,2012,2016 Connecticut Tax Expenditure Report 217 
デラウェア州 2007,2009,2011,2013,2015 Tax Preference Report 91 

コロンビア特別区 2010,2012,2014 Tax Expenditure Report 336 
フロリダ州 2000～2016 Florida Tax Handbook 注3） 324 
ジョージア州 2010,2012,2013,2014 Georgia Tax Expenditure Report 158 
ハワイ州 2002～2007,2013～2015 Tax Credits Claimed by Hawaii Taxpayers 47 
アイダホ州 2010～2014 General Fund Revenue Book 注3） 111 
イリノイ州 2001～2015 Tax Expenditure Report 58 

インディアナ州 2010,2013 Indiana Tax Expenditure Study: Individual Income Tax Deduction, 
Exemptions and Credits 

74 

アイオワ州 2001,2009 Iowa Tax Expenditure 96 
カンサス州 2010～2015 Tax Expenditure Report 27 

ケンタッキー州 2007,2009,2011,2014,2015 Tax Expenditure Analysis 158 
ルイジアナ州 2011～2014 Tax Exemption Budget 406 
メーン州 2009～2013 Maine State Tax Expenditure Report 220 

メリーランド州 2013,2015 Maryland Tax Expenditures Report 92 
マサチューセッツ州 1999～2015 Tax Expenditure Budget 107 

ミシガン州 2009～2014 Executive Budget Appendix on Tax Credits, Deductions, and 
Exemptions 

93 

ミネソタ州 2004,2006,2008,2010,2012,2
014,2016 

 Tax Expenditure Budget  218 

ミシシッピ州 1997～2016 The Annual Tax Expenditure Report 78 
ミズーリ州 2010～2016 Tax Credit Accountability Report 11 
モンタナ州 2000,2002,2004,2006,2008,2

010,2012,2014 
Biennial Report 注3） 394 

ネブラスカ州 2010,2012,2014,2015 Interim Tax Expenditure Report 7 
ネバダ州 2015 Tax Expenditure Report 262 

ニューハンプシャー州 2006～2015 Tax Expenditure and Potential Liability Report 18 
ニュージャージー州 2010～2016 Tax Expenditure Report 216 
ニューメキシコ州 2012～2015 New Mexico Tax Expenditure Report 261 
ニューヨーク州 2010,2014～2016 Annual Report on New York State Tax Expenditures 248 

ノースカロライナ州 2005,2007,2009,2011,2013,2
015 

North Carolina Biennial Tax Expenditure Report 135 

オハイオ州 2005～2015 Tax Expenditure Report 51 
オクラホマ州 2006～2015 Tax Expenditure Report 96 
オレゴン州 1998～2015 Tax Expenditure Report 435 

ペンシルバニア州 2016 Pennsylvania Executive Budget 注3） 975 
ロードアイランド州 1989～2012 Tax Expenditure Report 399 
サウスカロライナ州 2008 注2） Sales & Use Tax Expenditures 119 
サウスダコタ州 注1） 注1） 注1） 
テネシー州 2003～2014 The Budget 注3） 542 
テキサス州 2011,2013,2015 Tax Exemptions and Tax Incidence 75 
ユタ州 1995～2015 Utah State Tax Commission Annual Report 注3） 81 

バーモント州 2015 Vermont Tax Expenditures 91 
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にもとづき，「隠れた補助金」を提供できる。一方，補助金などの直接支出は予算に計上されることから，

議会の議決などの意志決定を経て執行されるが，租税支出は予算に計上されず，民主主義的なコントロー

ルが及びにくい。 
 以上のような背景から，多くの国々では租税支出の数と規模の抑制に関心をもってきた。増殖する租税

支出をいかにコントロールするかは，財政運営においては，重要な論点になっている。多くの先進国では，

租税支出レポートの公開によって，少なくとも情報を公開し，租税支出をコントロールしようと試みてい

る。 
 税負担軽減措置のリストを作成し，それらを租税支出として認識し，税収ロスを推計した租税支出レポ

ートを公開することで財政の透明性を高め，租税支出を統制する動きだが，それが地方自治体のレベルで

も実施しているのがアメリカである7)。次節では，アメリカ州政府の租税支出レポートの発行状況につい

て述べる8)。 
 

3．アメリカ州政府の租税支出レポートの公開状況 

 アメリカでは，連邦政府に限らず地方政府においても，租税支出レポートを発行し，住民に公開してい

る。そこで本稿では，2016年 4月から5月にかけて，Web上から入手できるアメリカ州政府の租税支出レ

ポートを調査し，その入手を試みた。その結果が表1である9)。 
 租税支出レポートがWeb上から入手できるかどうかは，アクセス可能性として大切な意味をもっている。

また，定期的に公開されているかどうか，最新のデータが提供されているかどうか，これらも財政の透明

性において重要である。 
 50州のうち，租税支出レポートをWeb上から入手できたのが47州であった。アラバマ州，サウスダコ

タ州，ワイオミング州の3州については入手できなかった。Leachman, Grundman and Johnson（2011）によ

れば，アラバマ州，サウスダコタ州，ワイオミング州では，租税支出レポートが作成されていないとされ

ている。 
 また，フロリダ州，アイダホ州，モンタナ州，ペンシルバニア州，テネシー州，ユタ州については，予

算や租税に関する資料のなかのひとつの項目として，租税支出が扱われており，独立した租税支出レポー

トは存在しない。とはいえ，予算書のなかのひとつの項目として，実質的に租税支出が扱われていること

から，表1では租税支出レポートが存在しているものとして扱っている。 
 表1には，Web上から入手可能な租税支出レポートの発行年を示している。ほとんどの州政府が近年に

発行しているが，なかには発行が滞っている州政府もある。毎年，発行している州政府が多いが，2 年お

き，3年おきの州政府もみられる。定期的に発行されておらず，不定期となっている州政府も散見される。 
 本稿と同様にアメリカ州政府の租税支出レポートの発行状況を調査した Levitis, Johnson and Koulish

                                                  
7)  税収ロスの計算は，納税申告書などのマイクロデータをもとに，主に歳入損失法が用いられる。歳入損失法は，次の 3 つの仮定をもとにし

て，税収ロスを推計する。仮定1）特定の租税支出の除去は，経済主体の行動に影響を与えない。仮定2）それぞれの租税支出は独立しており，

依存しない。仮定3）特定の租税支出の除去が，マクロ経済に影響を与えない。 
8)  アメリカでは，予算による税収見積もりと租税支出による税収ロスを同時に推計しており，租税支出だけが特別に推計されるわけではなく，

予算の作成プロセスに租税支出の推計が組み込まれていると考えるべきである。 
9)  入手先のURLは参考文献に記載している。なお，カナダとオーストラリアの州政府についても，租税支出レポートの存在をWeb上から確

認した。カナダには10州があるが，うち7州について確認できた。ニューファンドランド・ラブラドール州，オンタリオ州，ケベック州は租

税支出レポートを公開しており，アルバータ州，ブリティッシュコロンビア州，マニトバ州，ノバスコシア州は，予算書に租税支出の項目が

ある。オーストラリアには6州があるが，うち3州について確認できた。クイーンズランド州は租税支出レポートを公表しており，ニューサ

ウスウェールズ州とタスマニア州については，予算書に租税支出の項目がある。 
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バージニア州 2007～2011 Virginia Retail Sales and Use Tax Expenditure Study 60 
ワシントン州 2000,2004,2008,2012 Tax Exemption Study 261 

ウェストバージニア州 2006～2015 West Virginia Tax Expenditure Study 149 
ウィスコンシン州 2007,2009,2011,2013,2015 Summary of Tax Exemption Devices 112 
ワイオミング州 注1） 注1） 注1） 

注１）アラバマ州，サウスダコタ州，ワイオミング州に租税支出レポートは存在しない。 

注２）サウスカロライナ州については，FY2012-2013の売上税に関する租税支出に関する表の存在も確認されている

(http://rfa.sc.gov/files/Sales_Tax_Exemptions_-_FY2012-13.pdf (accessed 2016-10-27))。 
注３）フロリダ州，アイダホ州，モンタナ州，ペンシルバニア州，テネシー州，ユタ州については，租税や予算に関する資料のなかのひとつ

の項目に租税支出が扱われている。 
 
 本稿の調査で入手できなかったのは，アラバマ州，サウスダコタ州，ワイオミング州の3州であり，2016 
年時点で租税支出レポートを公開していない州政府は，残り3州である。租税支出レポートを公開する州

政府は増えており，アメリカでは州政府による租税支出レポートの公開が徐々に浸透していることが分か

る。 
 表1には，入手できた租税支出レポートのうち，最新号のタイトルとページ数も示している。一概にペ

ージ数が多ければよいということではないが，ページ数の多さは，租税支出レポートへの州政府の態度を

表現するものだと考えられる。ページ数の多い租税支出レポートは，一般住民が読むことを意識して平易

な言葉や表現で書かれていることが多く，租税支出の状況を伝えることが，住民への説明責任だという認

識をもっていることが分かる。 
 最大のページ数はルイジアナ州の406ページ，続いてロードアイランド州の399ページであり，最少の

ページ数はネブラスカ州の 7 ページである10)。これだけページ数に差があるとなれば，その内容にも大き

な差がある。 
 実際，租税支出レポートの内容は，州政府によって大きく異なる。租税支出レポートは，包括的な内容

である必要がある。アメリカの州政府がもつ代表的な州税には，売上税・使用税，個人所得税，法人所得

税，財産税があるが，租税支出レポートは，すべての州税を網羅することが望ましい。 
 しかしながら，アメリカの州政府が租税支出レポートを公開しているとしても，すべての州税の情報が

網羅されているわけではない。そこで，Web上で入手した最新の租税支出レポートを用いて，どの州税の

租税支出について，税収ロスが報告されているかについて調べることで，情報公開の程度を測ることにし

た。その結果が表2である。 
 表2にあるように，売上税・使用税は7州，個人所得税は9州，法人所得税は6州，財産税は15州にお

いて，税収ロスが示されていない。また，ネブラスカ州，サウスカロライナ州，バージニア州では売上税・

使用税のみ，ニューハンプシャー州では法人所得税のみ，税収ロスが示されており，他の州税については

報告がなされていない。すべての州税を網羅している州政府は，Web上から入手できた47州のうち21州

に留まっている。 
 さらに表2の右端には，租税支出レポートに，税収ロスの見積もり（将来推計）が示されているかどう

かについても，○か×で表示している。税収ロスの見積もりが重要なのは，租税支出レポートを予算と同

等に見ているかどうかの一定の基準になるからである。予算において，直接支出である歳出は，当然なが

ら見積もりである。これと同じように，「隠れた補助金」である租税支出についても，見積もりを示すこと

で，通常の予算と同様に扱おうとする意図をうかがうことができる。 
 

                                                  
10) 表1ではペンシルバニア州が975ページで最大だが，これは予算の資料の全体のページ数となっている。また，サウスカロライナ州の

FY2012-2013の売上税に関する租税支出の表は3ページに留まっている。 
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表2 アメリカ州政府における租税支出レポートの情報公開の程度 

州 売上税・使用税 個人所得税 法人所得税 財産税 見積もり 
アラバマ州 － － － － － 
アラスカ州 ○  × ○ ○ × 
アリゾナ州 ○ ○ ○ ○ × 

アーカンソー州 ○ ○ ○ × × 
カリフォルニア州 ○ ○ ○ ○ ○ 

コロラド州 ○ ○ ○ ○ × 
コネチカット州 ○ ○ ○ ○ ○ 
デラウェア州 × ○ ○ × ○ 

コロンビア特別区 ○ ○ ○ ○ ○ 
フロリダ州 ○ ○ ○ ○ ○ 
ジョージア州 ○ ○ ○ ○ ○ 
ハワイ州 × ○ ○ × × 
アイダホ州 ○ ○ ○ ○ ○ 
イリノイ州 ○ ○ ○ ○ × 

インディアナ州 × ○ × ○ × 
アイオワ州 ○ ○ ○ × × 
カンサス州 ○ ○ ○ ○ × 

ケンタッキー州 ○ ○ ○ ○ ○ 
ルイジアナ州 ○ ○ ○ × ○ 
メーン州 ○ ○ ○ ○ ○ 

メリーランド州 ○ ○ ○ ○ ○ 
マサチューセッツ州 ○ ○ ○ × ○ 

ミシガン州 ○ ○ ○ ○ ○ 
ミネソタ州 ○ ○ ○ ○ ○ 
ミシシッピ州 ○ ○ ○ × ○ 
ミズーリ州 × ○ ○ × × 
モンタナ州 ○ ○ ○ ○ × 
ネブラスカ州 ○ × × × × 
ネバダ州 ○ × × ○ × 

ニューハンプシャー州 × × ○ × ○ 
ニュージャージー州 ○ ○ ○ ○ ○ 
ニューメキシコ州 × ○ ○ ○ × 
ニューヨーク州 ○ ○ ○ ○ ○ 

ノースカロライナ州 ○ ○ ○ ○ ○ 
オハイオ州 ○ ○ ○ × ○ 
オクラホマ州 ○ ○ ○ × × 
オレゴン州 × ○ ○ ○ ○ 

ペンシルバニア州 ○ ○ ○ × ○ 
ロードアイランド州 ○ ○ ○ ○ × 
サウスカロライナ州 ○ × × × × 
サウスダコタ州 － － － － － 
テネシー州 ○ × ○ × ○ 
テキサス州 ○ × ○ ○ ○ 
ユタ州 ○ × × ○ × 

バーモント州 ○ ○ ○ ○ ○ 
バージニア州 ○ × × × ○ 
ワシントン州 ○ × × ○ ○ 

ウェストバージニア州 ○ ○ ○ ○ × 
ウィスコンシン州 ○ ○ ○ ○ × 
ワイオミング州 － － － － － 

注）売上税・使用税はsales and use tax（またはsales tax），個人所得税はpersonal income tax（または individual income tax），法人所得税は

corporate income tax（またはbusiness tax），財産税はproperty taxを，それぞれの州政府の租税支出レポートにおいて検索し，税収ロス

の金額が示されている場合は○，検索してもヒットしない場合は×として判断している。 
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ウィスコンシン州 2007,2009,2011,2013,2015 Summary of Tax Exemption Devices 112 
ワイオミング州 注1） 注1） 注1） 

注１）アラバマ州，サウスダコタ州，ワイオミング州に租税支出レポートは存在しない。 

注２）サウスカロライナ州については，FY2012-2013の売上税に関する租税支出に関する表の存在も確認されている

(http://rfa.sc.gov/files/Sales_Tax_Exemptions_-_FY2012-13.pdf (accessed 2016-10-27))。 
注３）フロリダ州，アイダホ州，モンタナ州，ペンシルバニア州，テネシー州，ユタ州については，租税や予算に関する資料のなかのひとつ

の項目に租税支出が扱われている。 
 
 本稿の調査で入手できなかったのは，アラバマ州，サウスダコタ州，ワイオミング州の3州であり，2016 
年時点で租税支出レポートを公開していない州政府は，残り3州である。租税支出レポートを公開する州

政府は増えており，アメリカでは州政府による租税支出レポートの公開が徐々に浸透していることが分か

る。 
 表1には，入手できた租税支出レポートのうち，最新号のタイトルとページ数も示している。一概にペ

ージ数が多ければよいということではないが，ページ数の多さは，租税支出レポートへの州政府の態度を

表現するものだと考えられる。ページ数の多い租税支出レポートは，一般住民が読むことを意識して平易

な言葉や表現で書かれていることが多く，租税支出の状況を伝えることが，住民への説明責任だという認

識をもっていることが分かる。 
 最大のページ数はルイジアナ州の406ページ，続いてロードアイランド州の399ページであり，最少の

ページ数はネブラスカ州の 7 ページである10)。これだけページ数に差があるとなれば，その内容にも大き

な差がある。 
 実際，租税支出レポートの内容は，州政府によって大きく異なる。租税支出レポートは，包括的な内容

である必要がある。アメリカの州政府がもつ代表的な州税には，売上税・使用税，個人所得税，法人所得

税，財産税があるが，租税支出レポートは，すべての州税を網羅することが望ましい。 
 しかしながら，アメリカの州政府が租税支出レポートを公開しているとしても，すべての州税の情報が

網羅されているわけではない。そこで，Web上で入手した最新の租税支出レポートを用いて，どの州税の

租税支出について，税収ロスが報告されているかについて調べることで，情報公開の程度を測ることにし

た。その結果が表2である。 
 表2にあるように，売上税・使用税は7州，個人所得税は9州，法人所得税は6州，財産税は15州にお

いて，税収ロスが示されていない。また，ネブラスカ州，サウスカロライナ州，バージニア州では売上税・

使用税のみ，ニューハンプシャー州では法人所得税のみ，税収ロスが示されており，他の州税については

報告がなされていない。すべての州税を網羅している州政府は，Web上から入手できた47州のうち21州

に留まっている。 
 さらに表2の右端には，租税支出レポートに，税収ロスの見積もり（将来推計）が示されているかどう

かについても，○か×で表示している。税収ロスの見積もりが重要なのは，租税支出レポートを予算と同

等に見ているかどうかの一定の基準になるからである。予算において，直接支出である歳出は，当然なが

ら見積もりである。これと同じように，「隠れた補助金」である租税支出についても，見積もりを示すこと

で，通常の予算と同様に扱おうとする意図をうかがうことができる。 
 

                                                  
10) 表1ではペンシルバニア州が975ページで最大だが，これは予算の資料の全体のページ数となっている。また，サウスカロライナ州の

FY2012-2013の売上税に関する租税支出の表は3ページに留まっている。 
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表 2では，○については税収ロスの見積もりが示されている租税支出レポートであり，×は過去の税収

ロスの報告に留まっているものである。47州のうち，27州の租税支出レポートで税収ロスの見積もりが示

されているが，すべての州政府の租税支出レポートにおいて，見積もりが示されているわけではない。 
 以上のように，租税支出レポートの先進国であるアメリカでは，ほとんどの州政府が租税支出レポート

を公表していることが分かったが，その内容には濃淡がある。この結果，アメリカ州政府の租税支出レポ

ートを横断的に分析することは困難であり，この点は課題である。とはいえ，いまだに租税支出レポート

が作成されていない日本の地方自治体の現状を考えれば，アメリカの州政府は財政の透明性の観点から一

歩も二歩も前に進んでいるといえよう。 
 
 

４．政府税制調査会の答申と租特透明化法にみる地方税の税負担軽減措置の

扱い 
 
 アメリカでは州政府においても租税支出レポートが公開されることで，州税における租税支出をコント

ロールしようとしている。一方，日本の地方自治体には，アメリカの租税支出レポートに相当するレポー

トは存在しない。それでは日本では，どのようにして地方税の税負担軽減措置をコントロールしようとし

てきたのだろうか。 
 国税の租税特別措置については，政府税制調査会の答申が，熱心に抑制しようとしてきた経緯がある。

そこで本節では，これまでの政府税制調査会の答申が，地方税の税負担軽減措置をどのように扱ってきた

のかを読み解く作業を行う。その後，現在の租特透明化法における地方税の税負担軽減措置の扱いについ

ても検討する。 
 国税の租税特別措置については，第二次世界大戦の終戦間もない臨時税制調査会（1951）において，す

でに整理の必要性の問題提起がなされている。その問題意識の概要をまとめると，次の通りである。 
 税制は，充分な歳入を能率的にもたらし，国民経済の発展を阻害せず，負担が公平にならなければなら

ない。これらの要請に合致するように，税制を構築する必要があるが，経済政策的要請のために，種々の

特別措置が存在している。これが租税特別措置であるが，あまりに多くの特別措置が存在することは，公

平性と簡素性を阻害することになる。 
 半世紀以上も前の1951年において，すでに租税特別措置は問題視されていた。臨時税制調査会（1951）

は，（1）政策目的に租税特別措置と直接支出のどちらが望ましいかを検討するべき，（2）租税特別措置の

公平性について検討すべき，（3）財源のねん出のためにも租税特別措置の整理が必要，（4）租税特別措置

が税制を複雑化させ，執行を不円滑にしているのではないか，（5）適用期限が切れる租税特別措置は再検

討すべき，といった5つの論点を提示している。現在の租税特別措置が抱える論点とほとんど変わってい

ない。 
 とはいえ，臨時税制調査会（1951）の記述は，国税の租税特別措置を念頭に置かれたものであり，地方

税の税負担軽減措置についての言及は見られない。地方税に関する記述は，9 年後の税制調査会（1960）

まで待つことになる。税制調査会（1960）には，国税の租税特別措置の整理合理化について強調したのち

に「また，地方税における特別措置についても，国税と並行して同様の検討が必要である」との言及があ

る。この一文こそが，税制調査会の答申が地方税の税負担軽減措置について，初めて触れた文章であった。 
 その後，税制調査会の答申には，毎年のように国税の租税特別措置に関する整理合理化の必要性が強調
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されるものの，地方税の税負担軽減措置についての言及は，ほとんど見られない。そのなかで，税制調査

会（1964）は問題点を的確に指摘しており，参考になる。 
 その箇所を全文引用すれば，「地方税における非課税軽減等の措置には，地方税において独自に定められ

ているものと国の租税特別措置がそのまま自動的に地方税に影響して非課税，軽減等の措置が講じられて

いることとなるものがある。これらの非課税，軽減等の措置は，一般に地方税については特に地域内の負

担の公平を図る必要から，できる限りその整理合理化を図るべきであり，特に国の租税特別措置が自動的

に地方税に影響することは回避することとすべきである。」とある。 
 この文章から，地方税には，大きく分けて2種類の税負担軽減措置があることが分かる。すなわち，1）

「地方税において独自に定められているもの」，2）「国の租税特別措置がそのまま自動的に地方税に影響し

て非課税，軽減等の措置が講じられていることとなるもの」である。 
 1）「地方税において独自に定められているもの」については，地方自治体が条例によって定めることが

できる。地方税法によれば，地方税の減免措置を講じることができる場合は，大きく2つに分けられる。

第一は「天災その他特別な事情のある場合」であり，たとえば，震災，風災害，火災その他の災害により，

納税者がその財産について甚大な損失を被った場合である。第二は「貧困に因り生活のため公私の扶助を

受ける者」であり，たとえば，生活保護法の規定による保護などの公的扶助を受けている者や，公的扶助

に準じた扶助（たとえば社会事業団体による扶助）を受けている者である。第三に「その他特別の事情の

ある者」であり，天災や貧困とは異なる事情で担税力を喪失した者や，政策的に減免の必要性がある者が

該当する。 
 2）「国の租税特別措置がそのまま自動的に地方税に影響して非課税，軽減等の措置が講じられているこ

ととなるもの」については，国の租税特別措置に連動するものであることから，国が関心をもって対応す

るべきである。しかしながら，国税の租税特別措置に比べ，地方税の租税特別措置等への政府税制調査会

の答申の関心度合いは低いように感じられる11)。 
 2013 年より，租特透明化法によって，国税は「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」，

地方税は「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」が提示されている。しかしな

がら，国税に関する前者の対象は産業政策等の特定目的をもつ法人税関係の租税特別措置に限定されてお

り，アメリカで考えられている租税支出から見れば範囲が狭い。また，地方税に関する後者は，日本全体

のマクロの税負担軽減措置等を対象としているものの，地方自治体ごとの情報は提供されていない。当然

ながら，1）「地方税において独自に定められているもの」は示されていない。 
 さらに言えば，これら2つの「報告書」は，あくまで「適用実態」または「適用状況」の調査であって，

必ずしも税収ロスが試算されているわけではない。租税によっては，適用される所得金額，税額控除額，

償却限度額，損金算入額，課税標準などが示されており，尺度の統一がなされていない。また，「報告書」

は過去の租税特別措置または税負担軽減措置等の適用実績を示しており，将来の適用がどのようになるか

を示しているわけではない。 
 したがって，租特透明化法による2つの「報告書」は，財政の透明化には寄与しているものの，国民な

いし住民への説明責任と予算編成プロセスを意識するアメリカ州政府の租税支出レポートとは，異なる位

置にあると考えられる。 

                                                  
11) 国税の租税特別措置について，政府税制調査会の答申は毎年かなりの紙面を使って改革の必要性を強調しているが，地方税の税負担軽減措

置等については言及がない年の答申も多い。 
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表 2では，○については税収ロスの見積もりが示されている租税支出レポートであり，×は過去の税収

ロスの報告に留まっているものである。47州のうち，27州の租税支出レポートで税収ロスの見積もりが示

されているが，すべての州政府の租税支出レポートにおいて，見積もりが示されているわけではない。 
 以上のように，租税支出レポートの先進国であるアメリカでは，ほとんどの州政府が租税支出レポート

を公表していることが分かったが，その内容には濃淡がある。この結果，アメリカ州政府の租税支出レポ

ートを横断的に分析することは困難であり，この点は課題である。とはいえ，いまだに租税支出レポート

が作成されていない日本の地方自治体の現状を考えれば，アメリカの州政府は財政の透明性の観点から一

歩も二歩も前に進んでいるといえよう。 
 
 

４．政府税制調査会の答申と租特透明化法にみる地方税の税負担軽減措置の

扱い 
 
 アメリカでは州政府においても租税支出レポートが公開されることで，州税における租税支出をコント

ロールしようとしている。一方，日本の地方自治体には，アメリカの租税支出レポートに相当するレポー

トは存在しない。それでは日本では，どのようにして地方税の税負担軽減措置をコントロールしようとし

てきたのだろうか。 
 国税の租税特別措置については，政府税制調査会の答申が，熱心に抑制しようとしてきた経緯がある。

そこで本節では，これまでの政府税制調査会の答申が，地方税の税負担軽減措置をどのように扱ってきた

のかを読み解く作業を行う。その後，現在の租特透明化法における地方税の税負担軽減措置の扱いについ

ても検討する。 
 国税の租税特別措置については，第二次世界大戦の終戦間もない臨時税制調査会（1951）において，す

でに整理の必要性の問題提起がなされている。その問題意識の概要をまとめると，次の通りである。 
 税制は，充分な歳入を能率的にもたらし，国民経済の発展を阻害せず，負担が公平にならなければなら

ない。これらの要請に合致するように，税制を構築する必要があるが，経済政策的要請のために，種々の

特別措置が存在している。これが租税特別措置であるが，あまりに多くの特別措置が存在することは，公

平性と簡素性を阻害することになる。 
 半世紀以上も前の1951年において，すでに租税特別措置は問題視されていた。臨時税制調査会（1951）

は，（1）政策目的に租税特別措置と直接支出のどちらが望ましいかを検討するべき，（2）租税特別措置の

公平性について検討すべき，（3）財源のねん出のためにも租税特別措置の整理が必要，（4）租税特別措置

が税制を複雑化させ，執行を不円滑にしているのではないか，（5）適用期限が切れる租税特別措置は再検

討すべき，といった5つの論点を提示している。現在の租税特別措置が抱える論点とほとんど変わってい

ない。 
 とはいえ，臨時税制調査会（1951）の記述は，国税の租税特別措置を念頭に置かれたものであり，地方

税の税負担軽減措置についての言及は見られない。地方税に関する記述は，9 年後の税制調査会（1960）

まで待つことになる。税制調査会（1960）には，国税の租税特別措置の整理合理化について強調したのち

に「また，地方税における特別措置についても，国税と並行して同様の検討が必要である」との言及があ

る。この一文こそが，税制調査会の答申が地方税の税負担軽減措置について，初めて触れた文章であった。 
 その後，税制調査会の答申には，毎年のように国税の租税特別措置に関する整理合理化の必要性が強調
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5．大阪市における市税の減免措置見直し 

 前述の通り，地方税の税負担軽減措置等には，1）「地方税において独自に定められているもの」があり，

この種の税負担軽減措置については，個々の地方自治体が対応する必要がある。アメリカ州政府の租税支

出レポートが掲げる理念に近い問題意識をもち，地方税の減免措置について見直しを行ってきた地方自治

体に大阪市がある。大阪市の取り組みは，他の地方自治体の参考になると考えられるため，本節にて概要

を紹介しよう。 
 大阪市財政局は，2012年度の市政改革プランにおいて，「隠れた支援や見えにくい支援の排除」を掲げ，

「市税及び使用料等の減免措置の見直し」を行うとした。大阪市（2012）の冒頭には問題意識が次のよう

に書かれている。 
 重要な箇所を引用すれば，「市税の減免措置，特に公益上の必要性から講じられる減免措置は方対を変え

た財政支援であり，直接支出である補助金と同じ効果を有していますが，これまでその効果について補助

金等と合わせて検証されることはありませんでした。また，予算に組み込まれている補助金等に比べ，予

算に組み込まれてない減免措置は，その透明性が低いとの指摘があります。このような状況を受け，市政

改革プラン・アクションプラン編においては，「隠れた支援や見えにくい支援の排除」として，「市税及び

使用料等の減免措置の見直し」を掲げ，「市税の減免措置及び不動産の使用料や貸付料の減免措置を通じた

財政的支援について，支援の目的と減免額（支援額）を見える化するとともに，その必要性を再点検し，

ゼロベースの見直しを行う」とある。 
 具体的な取り組みは，「①市税に係る減免措置及び不動産の使用料等の減免措置について，減免（財政的

支援）の目的と減免額（支援額）を公表する。②減免（財政的支援）の必要性を再点検するとともに，そ

の効果を検証し，・市税の減免については廃止を原則に見直す。・不動産の使用料等については減免の廃止

や最適化を図る」である。 
 大阪市が市税の減免措置の目的と減免額を公表する視点は，アメリカ州政府の租税支出レポートと同じ

問題意識だと言える。実際，大阪市では，個人市民税，法人市民税，軽自動車税，事業所税，固定資産税・

都市計画税の減免措置による減免額（行政コスト）が公開されるようになった。 
 大阪市では，市税の減免措置の見直しにおける基本的な考え方も提示している。第一にA「天災その他

特別な事情のある場合」および B「貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合」については，減

免を継続するとした。第二に，C「その他特別の事情がある場合」については，C①「上記A，B以外の事

由で客観的にみて担税力を喪失した場合」とC②「公益上の必要があると認められる場合」の 2 つに分け

ている。 
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表3 大阪市の市税の減免理由別の減免額（2011年度 単位：千円） 
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6．むすび 
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12) 大阪市財政局税務部課税課へのヒアリングによれば，過去の減免措置については，どのような理由で減免がなされたのか，すでに分からな
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5．大阪市における市税の減免措置見直し 
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や最適化を図る」である。 
 大阪市が市税の減免措置の目的と減免額を公表する視点は，アメリカ州政府の租税支出レポートと同じ
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都市計画税の減免措置による減免額（行政コスト）が公開されるようになった。 
 大阪市では，市税の減免措置の見直しにおける基本的な考え方も提示している。第一にA「天災その他

特別な事情のある場合」および B「貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合」については，減

免を継続するとした。第二に，C「その他特別の事情がある場合」については，C①「上記A，B以外の事
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 当然ながら個々の地方自治体では，1）「地方税において独自に定められているもの」しか，見直しの対

象にできない。2）「国の租税特別措置がそのまま自動的に地方税に影響して非課税，軽減等の措置が講じ

られていることとなるもの」については，国が主導することで，地方自治体ごとに，税負担軽減措置等が

どのような状況になっているかについて，情報を公開することが重要である。 
 アメリカ州政府の租税支出レポートの多くが，住民向けに書かれていることを考えれば，租税支出の適

用状況に関する情報提供は，住民目線で行われることが望ましい。現在，国のすべての事業については，

行政事業レビューシートが公開されており，国民目線で事業を評価する仕組みが整いつつあり，この実績

を租税支出にも応用することが考えられよう13)。 
 たとえば，通常の事業評価における項目と同様に，1）当該租税支出の政策目的，2）当該租税支出の制

度概要，3）当該租税支出の減収額の試算（経年変化），4）当該租税支出によるアウトカム成果指標，5）

当該租税支出の担当部局による自己評価の内容，6）当該租税支出に関する行革または財政部局による内部

評価の内容，7）規模の大きな租税支出を受けている法人などの名称とその適用額，といった内容を備え，

Web上で公開することが考えられる。 
 アメリカ州政府の租税支出レポートは，横断的な分析には耐えられない。日本においては，地方自治体

において横断的な分析ができるように，地方自治体の租税支出レポートが，どのような内容を網羅すべき

かについて，検討することが必要であろう。 
  

                                                  
13) 行政事業レビューシートは，内閣官房行政改革推進本部事務局のWebにて公開されている。 
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